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○
総
務
省
告
示
第
百
八
十
一
号 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項

及
び
第
三
項
第
二
号
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十

六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告

示
（
昭
和
四
十
九
年
自
治
省
告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
三
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙５

幸多朗 鈴木
長方形
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
製
造
所
等
の
保
安
距
離
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

 

第
二
条
の
三　

規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

一　

令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
所
等
（
製
造
所
、
屋
内
貯
蔵
所
、
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外
貯
蔵
所

 

及
び
一
般
取
扱
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
製
造
所
等
」
と
い
う
。
）
で
火
災
が
発
生
す
る
も
の
と

 

し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
造
所
等
に
隣
接
す
る
規
則
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
高
圧
ガ
ス
そ
の
他

 

災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
施
設
（
以
下
「
高
圧
ガ
ス
等
の
施
設
」
と

 

い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 

イ　

当
該
火
災
の
輻
射
熱
に
よ
り
、
当
該
高
圧
ガ
ス
等
の
施
設
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
工
作
物
の
外
側

 

（
以
下
「
外
壁
等
」
と
い
う
。
）
が
、
燃
焼
せ
ず
、
か
つ
、
防
火
上
又
は
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
損
傷
を

 

生
じ
な
い
こ
と
。 

 

ロ　

当
該
火
災
の
輻
射
熱
に
よ
り
、
当
該
高
圧
ガ
ス
等
の
施
設
の
保
安
に
関
す
る
設
備
が
そ
の
機
能
に
支
障
を

 

生
じ
ず
、
か
つ
、
当
該
施
設
で
製
造
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
消
費
す
る
高
圧
ガ
ス
等
の
温
度
及
び
圧
力
が
過
度 

に
上
昇
し
な
い
こ
と
。 

二　

製
造
所
等
に
隣
接
す
る
高
圧
ガ
ス
等
の
施
設
で
火
災
又
は
爆
発
が
発
生
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
製
造
所
等
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

イ　

当
該
火
災
の
輻
射
熱
に
よ
り
当
該
製
造
所
等
の
外
壁
等
が
燃
焼
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
火
災
の
輻
射
熱
又
は

当
該
爆
発
の
爆
風
圧
に
よ
り
当
該
製
造
所
等
の
外
壁
等
が
防
火
上
又
は
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
損
傷
を
生

じ
な
い
こ
と
。 

ロ　

当
該
火
災
の
輻
射
熱
又
は
当
該
爆
発
の
爆
風
圧
に
よ
り
、
製
造
所
等
の
保
安
に
関
す
る
設
備
が
そ
の
機
能

に
支
障
を
生
じ
ず
、
か
つ
、
当
該
製
造
所
等
で
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
危
険
物
の
温
度
及
び
圧
力
が
過
度

に
上
昇
し
な
い
こ
と
。

（
製
造
所
及
び
一
般
取
扱
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

 

第
二
条
の
四　

規
則
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
［
新
設
］

一　

製
造
所
又
は
一
般
取
扱
所
で
火
災
が
発
生
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
火
災
の
輻
射
熱
に
よ

り
、
当
該
製
造
所
又
は
一
般
取
扱
所
に
隣
接
す
る
建
築
物
又
は
工
作
物
（
第
四
条
の
二
の
四
を
除
き
、
以
下

「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
外
壁
等
が
、
燃
焼
せ
ず
、
か
つ
、
防
火
上
又
は
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
損
傷

を
生
じ
な
い
こ
と
。 

二　

製
造
所
又
は
一
般
取
扱
所
に
隣
接
す
る
建
築
物
等
で
火
災
が
発
生
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

火
災
の
輻
射
熱
に
よ
り
、
当
該
製
造
所
又
は
一
般
取
扱
所
の
外
壁
等
が
、
燃
焼
せ
ず
、
か
つ
、
防
火
上
又
は
構

造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
損
傷
を
生
じ
な
い
こ
と
。
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（
屋
内
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

 

第
四
条
の
二
の
二　

第
二
条
の
四
各
号
の
規
定
は
、
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る

［
新
設
］

要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
各
号
中
「
製
造
所
又
は
一
般
取
扱
所
」
と
あ
る

の
は
、
「
屋
内
貯
蔵
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

 

第
四
条
の
二
の
二
の
二　

規
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と

［
新
設
］

す
る
。 

一　

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
で
火
災
が
発
生
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
火
災
の
輻
射
熱
に
よ
り
、
当

該
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
隣
接
す
る
建
築
物
等
の
外
壁
等
が
、
燃
焼
せ
ず
、
か
つ
、
防
火
上
又
は
構
造
耐
力
上

支
障
の
あ
る
損
傷
を
生
じ
な
い
こ
と
。 

二　

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
隣
接
す
る
建
築
物
等
で
火
災
が
発
生
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
火
災

の
輻
射
熱
に
よ
り
、
当
該
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
が
、
燃
焼
せ
ず
、
か
つ
、
防
火
上
又
は
構

造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
損
傷
を
生
じ
な
い
こ
と
。

（
屋
外
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
） 

 

第
四
条
の
二
の
二
の
三　

規
則
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と

［
新
設
］

す
る
。 

一　

屋
外
貯
蔵
所
で
火
災
が
発
生
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
火
災
の
輻
射
熱
に
よ
り
、
当
該
屋
外

貯
蔵
所
に
隣
接
す
る
建
築
物
等
の
外
壁
等
が
、
燃
焼
せ
ず
、
か
つ
、
防
火
上
又
は
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
損

傷
を
生
じ
な
い
こ
と
。 

二　

屋
外
貯
蔵
所
に
隣
接
す
る
建
築
物
等
で
火
災
が
発
生
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
火
災
の
輻
射

熱
に
よ
り
、
当
該
屋
外
貯
蔵
所
で
貯
蔵
す
る
危
険
物
を
収
納
し
た
容
器
（
危
険
物
を
容
器
に
収
納
し
な
い
で
貯

蔵
す
る
場
合
に
は
、
当
該
危
険
物
）
又
は
当
該
屋
外
貯
蔵
所
に
設
け
ら
れ
た
架
台
が
、
燃
焼
せ
ず
、
か
つ
、
防

火
上
支
障
の
あ
る
損
傷
を
生
じ
な
い
こ
と
。

（
屋
内
貯
蔵
所
の
架
台
の
基
準
） 

（
屋
内
貯
蔵
所
の
架
台
の
基
準
） 

第
四
条
の
二
の
二
の
四　

［
略
］ 

第
四
条
の
二
の
二　

［
同
上
］ 

（
施
設
に
対
す
る
水
平
距
離
等
） 

（
施
設
に
対
す
る
水
平
距
離
等
） 

第
三
十
二
条　

規
則
第
二
十
八
条
の
十
六
第
二
号
（
規
則
第
二
十
八
条
の
十
九
第
四
項
及
び
第
二
十
八
条
の
二
十
一

第
三
十
二
条　

［
同
上
］ 

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
配
管
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
対
し
、

 

当
該
各
号
に
定
め
る
水
平
距
離
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
一　

略
］ 

［
一　

同
上
］ 

二　

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の

二　

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
施
設
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
施
設
（
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
設
備
が
移

移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
七
号
。
以

動
式
製
造
設
備
（
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
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下
こ
の
号
に
お
い
て
「
水
素
等
供
給
等
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大

第
十
二
号
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
第

臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
（
同
項
の
高
圧
低
炭
素
水
素
等
ガ
ス
を
い

九
号
の
移
動
式
製
造
設
備
を
い
う
。
）
で
あ
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
移
動
式
製
造

う
。
）
の
製
造
の
た
め
の
施
設
を
含
む
。
）
（
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
設
備
が
移
動
式
製
造
設
備
（
一
般

設
備
が
常
置
さ
れ
る
施
設
（
貯
蔵
設
備
を
有
し
な
い
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以

高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
又
は
液
化
石

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
移
動
式
製
造
設

な
ら
な
い
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
施
設
で
あ
つ
て
、
圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
が
で

備
を
い
う
。
）
で
あ
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
移
動
式
製
造
設
備
が
常
置
さ
れ
る
施

き
る
ガ
ス
の
容
積
が
一
日
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
設
備
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
（
容
器
に
充

設
（
貯
蔵
設
備
を
有
し
な
い
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

て
ん
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
す
る
も
の
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を

じ
。
）
及
び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
都
道
府
県
知
事
に

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貯
蔵
所
及
び
同
法
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
設
置

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
施
設
で
あ
つ
て
、
圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
処

す
る
貯
蔵
所
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

理
す
る
こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
容
積
が
一
日
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
設
備
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
の

い
液
化
酸
素
の
消
費
の
た
め
の
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
配
管
の
う
ち
移
送
取
扱
所
の
存
す
る
敷
地
と
同
一
の

製
造
（
容
器
に
充
填
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
す
る
も
の
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

敷
地
内
に
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）　

三
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貯
蔵
所
（
水
素
等
供
給
等
促
進
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
貯
蔵
所
を
含
む
。
）
及
び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貯
蔵
所
並
び
に
同
法
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
液
化
酸
素
の
消
費
の
た
め
の
施
設
（
こ

れ
ら
の
施
設
の
配
管
の
う
ち
移
送
取
扱
所
の
存
す
る
敷
地
と
同
一
の
敷
地
内
に
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）　

三

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

三　

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九

三　

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
い
う
。
）
の
長
の

販
売
所
で
あ
つ
て
三
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
貯
蔵
施
設
を
有
す
る
も
の
（
当
該
施
設
の
配
管
の
う
ち
移
送
取
扱

登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
販
売
所
で
あ
つ
て
三
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
貯
蔵
施
設
を
有
す
る
も
の
（
当

所
の
存
す
る
敷
地
と
同
一
の
敷
地
内
に
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）　

三
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

該
施
設
の
配
管
の
う
ち
移
送
取
扱
所
の
存
す
る
敷
地
と
同
一
の
敷
地
内
に
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）　

三
十
五

メ
ー
ト
ル
以
上

［
四
～
十
二　

略
］

［
四
～
十
二　

同
上
］

十
三　

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県

十
三　

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
防

地
域
防
災
計
画
又
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

災
計
画
又
は
同
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
震
災
時
の
た

る
震
災
時
の
た
め
の
避
難
空
地
又
は
避
難
道
路　

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上

め
の
避
難
空
地
又
は
避
難
道
路　

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上

［
十
四　

略
］

［
十
四　

同
上
］

（
蓄
電
池
設
備
の
基
準
）

（
蓄
電
池
設
備
の
基
準
）

第
六
十
八
条
の
二
の
三　

規
則
第
二
十
四
条
の
十
二
の
三
第
二
項
第
一
号
、
第
二
十
八
条
の
六
十
の
四
第
二
項
及
び

第
六
十
八
条
の
二
の
三　

規
則
第
二
十
八
条
の
六
十
の
四
第
二
項
及
び
第
五
項
第
四
号
、
第
三
十
五
条
の
四
第
三

第
五
項
第
四
号
、
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
、
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
ロ
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
第

項
、
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
ロ
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
日
本
産

二
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格C

八
七
一
五
―
二
「
産
業
用
リ
チ
ウ
ム
二
次
電
池
の
単
電
池

業
規
格C

八
七
一
五
―
二
「
産
業
用
リ
チ
ウ
ム
二
次
電
池
の
単
電
池
及
び
電
池
シ
ス
テ
ム
―
第
二
部
：
安
全
性

及
び
電
池
シ
ス
テ
ム
―
第
二
部
：
安
全
性
要
求
事
項
」
若
し
く
は
日
本
産
業
規
格C

四
四
四
一
「
電
気
エ
ネ
ル

要
求
事
項
」
若
し
く
は
日
本
産
業
規
格C

四
四
四
一
「
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
―
電
力
シ
ス
テ
ム
に
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ギ
ー
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
―
電
力
シ
ス
テ
ム
に
接
続
さ
れ
る
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
の
安
全
要
求
事
項
―
電

接
続
さ
れ
る
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
の
安
全
要
求
事
項
―
電
気
化
学
的
シ
ス
テ
ム
」
に
適
合
す
る
も
の

気
化
学
的
シ
ス
テ
ム
」
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
出
火
若
し
く
は
類
焼
に
対
す
る
安
全
性
を

又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
出
火
若
し
く
は
類
焼
に
対
す
る
安
全
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 




